
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年齢は、現在の年齢ではなく、各年の４月１日現在の年齢と 

なります。 

※半日利用：４時間未満の利用。 

※１日利用：４時間以上８時間以内の利用。 

稚内市内に居住し、かつ保育所等に通っていない生後３カ月～就学前のお

子様を育児されている保護者の方で、保護者のパート稼働等により、毎日で

はなく断続的に家庭での保育ができない場合や、通院などの用事、リフレッ

シュなどで一時的にお子さんを、市内保育所（園）にお預かりする制度です。 

３歳以上児 

500円 

３歳未満児 

1,000円 

 ●半日（４時間未満の利用） 

利用料金 

 

 ●1日（４時間以上８時間以内の利用） 

３歳未満児 

2,000円 

３歳以上児 

1,000円 

 ※利用する場合には、事前に申込みが必要です。 

こども課での登録が済んだ後、各保育所（園）へお申込みください。 

 ８：００～１８：００ 

（この時間帯で概ね８時間以内です） 

利用日 

 

白樺保育所 潮見１丁目１番１０号 ℡３３－４５５８ 

稚内富岡保育園 富岡４丁目１８番６号 ℡３２－２７２７ 

きらきら保育園 緑４丁目５番３２号 ℡２３－２３１５ 

オアシス保育園 中央２丁目１６番１２号 ℡２３－６３２１ 

認定こども園鈴蘭幼稚園・保育園 港３丁目６番１２号 ℡２３－３２３７ 

もぐもぐ保育園 宝来２丁目８番１７号 ℡２３－５１８０ 

※もぐもぐ保育園は２歳児以上の利用となります 

実施施設 

 

利用まで 
の流れ 

稚内市教育委員会 こども課 育成グループ  ℡２３－６５３０（直通） 

こども課〈各保育所(園)でも申請可〉に利用の申込み ⇒ 決定通知 

 ⇒ 保育所(園)に利用日を申込む ⇒預かり  

⇒ 納付書で利用料金を支払う 

お問合せ・お申込み先 

 

利用時間 

 

 登録は毎年更新が 

必要となります 

ので、忘れずに 

手続きを 

お願いします。 

令和８年４月現在 


